
 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険マスター 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部国保年金課国保グループ 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険の資格管理、保険給付及び賦課事務のため 

記録項目 

１個人識別符号、２整理番号、３氏名、４性別、５生年月日・

年齢、６住所、７続柄、８家族状況、９収入状況、１０課税状

況、１１医師等による指導・診療・調剤 

記録範囲 国民健康保険世帯の世帯主及び被保険者 

記録情報の収集方法 

本人、他市町村（国民健康保険担当部局・住民税賦課担当部局）、

社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会、愛知県国民

健康保険団体連合会 

記録情報の経常的提供先 

本人、他市町村（国民健康保険担当部局）、社会保険診療報酬

支払基金、国民健康保険中央会、愛知県国民健康保険団体連合

会、警察（捜査部門） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所市民福祉部国保年金課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 特定健診マスター（健康管理） 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部国保年金課国保グループ 

個人情報ファイルの利用目的 特定健診事務のため 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７続柄、８家族状況、９健康診断等の結果、１０医

師等による指導・診療・調剤 

記録範囲 国民健康保険世帯の世帯主及び被保険者 

記録情報の収集方法 本人、市の機関内（健康推進課）、医療機関 

記録情報の経常的提供先 本人 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所市民福祉部国保年金課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

様式第１（第２条関係） 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 福祉医療マスター（心身障害者医療費） 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部国保年金課医療グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
心身障害医療費受給者に対する医療費の支給事務及び台帳等

の管理 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７続柄、８家族状況、９心身の機能の障害、１０医

師等による指導・診療・調剤 

記録範囲 心身障害者医療費支給対象者 

記録情報の収集方法 
本人、地方公共団体（医療担当部局、住民税賦課担当部局）及

び愛知県国民健康保険団体連合会 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所市民福祉部国保年金課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

  



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 福祉医療マスター（子ども医療費） 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部国保年金課医療グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
子ども医療費受給者に対する医療費の支給事務及び台帳等の

管理 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７続柄、８家族状況、９親族関係、１０心身の機能

の障害、１１医師等による指導・診療・調剤 

記録範囲 子ども医療費支給対象者 

記録情報の収集方法 
本人、地方公共団体（医療担当部局、住民税賦課担当部局）及

び愛知県国民健康保険団体連合会 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所市民福祉部国保年金課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

  



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 福祉医療マスター（母子・父子家庭医療費） 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部国保年金課医療グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
母子・父子家庭医療費受給者に対する医療費の支給事務及び台

帳等の管理 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７続柄、８家族状況、９親族関係、１０収入状況、

１１市民税課税状況、１２心身の機能の障害、１３医師等によ

る指導・診療・調剤 

記録範囲 母子・父子家庭医療費支給対象者 

記録情報の収集方法 
本人、地方公共団体（医療担当部局、住民税賦課担当部局）及

び愛知県国民健康保険団体連合会 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所市民福祉部国保年金課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

  



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 福祉医療マスター（精神障害者医療費） 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部国保年金課医療グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
精神障害者医療費受給者に対する医療費の支給事務及び台帳

等の管理 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７続柄、８家族状況、９心身の機能の障害、１０医

師等による指導・診療・調剤 

記録範囲 精神障害者医療費支給対象者 

記録情報の収集方法 
本人、地方公共団体（医療担当部局、住民税賦課担当部局）及

び愛知県国民健康保険団体連合会 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所市民福祉部国保年金課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

  



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 福祉医療マスター（後期高齢者福祉医療費） 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部国保年金課医療グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
後期高齢者福祉医療費受給者に対する医療費の支給事務及び

台帳等の管理 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７続柄、８家族状況、９収入状況、１０市民税課税

状況、１１心身の機能の障害、１２医師等による指導・診療・

調剤 

記録範囲 後期高齢者福祉医療費支給対象者 

記録情報の収集方法 
本人、地方公共団体（医療担当部局、住民税賦課担当部局）及

び愛知県国民健康保険団体連合会 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所市民福祉部国保年金課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

  



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険マスター 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部国保年金課医療グループ 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険の資格管理、保険給付及び賦課事務のため 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、６

電話番号、７続柄、８家族状況、９収入状況、１０市民税課税

状況、１１保険料納入状況、１２健康診断等の結果、１３医師

等による指導・診療・調剤 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者のいる世帯員 

記録情報の収集方法 
本人、地方公共団体（医療担当部局、住民税賦課担当部局）及

び愛知県後期高齢者医療広域連合 

記録情報の経常的提供先 愛知県後期高齢者医療広域連合、地方公共団体（医療担当部局） 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所市民福祉部国保年金課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 国民年金マスター 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
市民福祉部国保年金課窓口年金グループ 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金加入者及び受給者の資格管理 

記録項目 

１個人識別符号、２整理番号、３氏名、４性別、５生年月日・

年齢、６住所、７電話番号、８家族状況、９課税状況、１０納

税状況、１１公的扶助、１２心身の機能の障害 

記録範囲 国民年金加入者及び受給者 

記録情報の収集方法 本人、日本年金機構 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構、東海北陸厚生局 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所市民福祉部国保年金課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 


